
利用料金表【短期入所】 H21.4.1

◆１日あたりの利用料

１割負担

＋ ＋

居住費の負担

＋

食費の負担

+

実費負担

要支援１ 554 円 片道 ① 0 円 ① 300 円

日常生活に要する費用

要支援２ 679 円 ② 320 円 ② 320 円
要介護１ 752 円 ③ 320 円 ③ 650 円
要介護２ 826 円 往復 ④ 659 円 ④ 1,579 円
要介護３ 899 円

要介護４ 973 円

要介護５ 1,047 円
※居住費・食費は、利用者負担段階により異なります。①～④は、各段階を表します。

1 介護費用【併設Ⅱ型】
介護保険の介護給付費のうち「１割」が自己負担金です。

単　位 加算 合　計 日数 日　　　額

要支援１ 514 16 530 1 10.45 5,539 円 554 円

要支援２ 633 16 649 1 10.45 6,783 円 679 円

要介護１ 703 16 719 1 10.45 7,514 円 752 円

要介護２ 774 16 790 1 10.45 8,256 円 826 円

要介護３ 844 16 860 1 10.45 8,987 円 899 円

要介護４ 915 16 931 1 10.45 9,729 円 973 円

要介護５ 985 16 1,001 1 10.45 10,461 円 1,047 円
※地域加算は、事業所が所在する市町村により異なります

　①サービス提供体制強化加算 12 単位
　②看護体制加算 4 単位

合　　計 16 単位
※また以下の加算が上乗せされる場合があります。
　①療養食加算 23 単位
　②若年性認知症利用者 120 単位
　　受入加算
※おむつ代は、１割負担に含まれます。

2 送迎加算

単　　　位 片道の額

一律 184 10.45 1,922円 193円
※送迎を実施した場合は、上記介護費用に送迎費用が加算されます。

※送迎場所により高速道路を利用した場合は、実費をご負担頂きます。

3居住費及び食費の負担額【多床室】
利用者負担

対　象　者
居住費 食費（日額）

段階 （日額） 朝食 昼食 夕食 合計

第１段階
生活保護世帯・市民税非課税世帯で

３００円
福祉年金受給者・境界層

第２段階
市民税非課税世帯で合計所得金額と

３２０円
朝昼夕食別の設定は

３９０円
ございません

第３段階
市民税非課税世帯で第１第２段階

３２０円 ６５０円
以外の方

第４段階
低所得者以外

６５９円 １，５７９円
（当施設設定価格）

※居住費は、外泊・外出の際もご負担頂きます。

※その他、特別な食事を提供した場合は、実費をご負担頂きます。

4 その他の実費負担
その他日常生活に要する費用が発生した場合は、実費ご負担頂きます。
日常生活費 料　金 単位 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

美容代 1,700 円 美容師の出張サービスの為支払を代行します。

衣料貸出料 50 円 利用中希望により衣類の貸出を利用した場合

行事費 実費 ご利用中希望により行事等に参加した場合等

※上記の他、クラブ活動や行事等に参加した場合は、材料費実費をご負担頂きます。

※日常生活上の消耗品等で大量に消費される場合は、実費を頂く場合があります。

◆ 利用者負担の軽減

ショートステイご利用に関して、利用者負担軽減策があります。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

要介護状態
区分

 送迎費用（
加算）

193円

386円

　要介護　　
状態区分

地域　
加算

日額1割負担

※1割負担には、以下の加算が含まれます。

　　横浜市は、特甲地（10.45）

要介護状態
区分

地域
加算 1割負担（片道）

0円

課税金年収の合計額が80万円以下

316円 710円 553円

※利用者負担段階の第1～第3段階の適用を受けるには、介護保険負担限度額認定書が交付されていることが必要です。

※朝食・昼食・夕食全て含めた金額です。従って、1食でも表記の金額をご負担頂きます。

1回

1日
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